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大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

淳　
　
　

一　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
第
四
項
中
「
の
日
数
」
を
「
並
び
に
就
業
規
程
第
二
条
第
六
項
及
び
第
六
条
第
四
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
日
数
の
合
計
日
数
」

に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
第
二
号
中
「
以
上
」
の
下
に
「
（
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
満
二
十

二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
年
額
百
五
十
万
円
以

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

上
）
」
を
加
え
る
。

　

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
円
）
」
の
下
に
「
及
び
通
勤
の
た
め
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を
使

用
し
、
か
つ
、
駐
車
場
そ
の
他
の
施
設
で
企
業
局
長
が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
の

利
用
に
係
る
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
企
業
局
長
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ

て
は
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
五
千
円
以
内
に
お
い
て
企
業
局
長
が
定
め
る
額
」
を
加
え
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変
更
し
」
を
「
、
通
勤
方
法
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
駐
車
場
等
を
変
更
し
、
駐
車
場
等
の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
第
一
項
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
又
は
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
」
に
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十

二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
施
行
日
前
か
ら
駐
車
場
等
を
利
用
し
て
い
る
職
員
の
届
出
）

２　

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
駐
車
場
そ
の
他
の
施
設
（
こ
の
規
程

　

に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
給
与
規

　

程
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
駐
車
場
そ
の
他
の
施
設
で
企
業
局
長
が
定
め

　

る
も
の
」
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
い
る
職
員
で
あ
つ
て
、
引
き
続
き
当
該
駐
車
場
そ
の
他
の
施
設
を
利

　

用
す
る
こ
と
に
よ
り
施
行
日
に
お
い
て
同
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
者
は
、
改
正
後
の

　

給
与
規
程
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
実
情
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

淳　
　
　

一　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
は
、
」
の
下
に
「
休
憩
時
間
を
除
き
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
」
を
加

え
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
か
か
わ
ら
ず
、
」
の
下
に
「
休
憩
時
間
を
除
き
、
四
週
間
を
超
え
な
い

期
間
に
つ
き
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と

し
、
同
条
第
六
項
中
「
前
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

二

（
企
業
局
管
理
規
程
）

次
の
一
項
を
加
え
る
。

６　

企
業
局
長
は
、
職
員
（
当
該
企
業
局
長
が
定
め
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

　

つ
い
て
、
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、
第
三
条
第
九
項
、
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

　

る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
時
間

　

を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら

　

ず
、
当
該
企
業
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

　

週
を
単
位
と
し
て
当
該
企
業
局
長
が
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と

　

な
る
よ
う
に
、
第
三
条
第
九
項
、
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当

　

該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で

　

き
る
。

　

第
二
条
の
二
第
二
号
中
「
割
り
振
ら
な
い
日
」
の
下
に
「
（
前
条
第
六
項
及
び
第
六
条
第
四
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
育
児
、
介
護
、
若
し
く
は
通
勤
に
関
し
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
職
員
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
条
第
六
項
」
を
「
第
二
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

３　

企
業
局
長
は
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
（
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い

　

日
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
第
六
条
第
五
項
を
除
き
、
以
下
同

　

じ
。
）
の
設
定
又
は
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

　

を
行
う
場
合
に
は
、
第
二
条
第
六
項
の
職
員
の
申
告
（
以
下
単
に
「
申
告
」
と
い
う
。
）
を
考
慮
し
つ

　

つ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申

　

告
ど
お
り
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
と
き

　

は
、
別
に
企
業
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
と
異
な
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ

　

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
は
、
第
六
項
に
規
定
す
る
単
位
期
間
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
単

　
　

位
期
間
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
初
日
か
ら
一
週
間
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
単
位
期
間
が
一
週
間
で

　
　

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
単
位
期
間
）
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

　

二　

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
四
時
間
以
上
十
二
時
間
以
下
と
す
る
こ
と
。

　

三　

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
日
そ
の
他
企
業
局
長
の
定
め
る
日
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十

　
　

五
分
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
。

　

四　

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
の
時
間
帯
は
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
こ

　
　

の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ
と
。

　

五　

始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

４　

申
告
は
、
前
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
希
望
す
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
並
び

　

に
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
並
び
に
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
職
員
と
し
て
申
告
を
す
る
か
を
明

　

ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

企
業
局
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
変
更
す
る

　

こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

申
告
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
に
変
更
す
る
と
き
。

　

二　

勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
つ
た
後
に
生
じ
た
事
由
に
よ
り
、
当
該
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
変
更

　
　

を
行
わ
な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
企
業
局
長
の
定
め
る
と

　
　

こ
ろ
に
よ
り
変
更
す
る
と
き
。

６　

第
二
条
第
六
項
の
企
業
局
長
が
定
め
る
期
間
（
第
八
項
に
お
い
て
「
単
位
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
次

　

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

　

一　

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

四
週
間
（
四
週
間
で
は
適
正
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う

　
　

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
企
業
局
長
の
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
企
業
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ

　
　

に
よ
り
、
一
週
間
、
二
週
間
又
は
三
週
間
）

　

二　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
「
育
児
介
護
等
職

　
　

員
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
職
員
と
し
て
申
告
を
し
た
も
の　

一
週
間
、
二
週
間
、
三
週
間
又

　
　

は
四
週
間
の
う
ち
職
員
が
選
択
す
る
期
間

　
　

イ　

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百

　
　
　

十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養

　
　
　

子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判

　
　
　

所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉

　
　
　

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六

　
　
　

条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
同
法
第
六

　
　
　

条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
職
員
（
児
童
の
親
そ
の
他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四

　
　
　

項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定

　
　
　

す
る
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
に
限
る
。
）
に
同
法
第

　
　
　

二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
当
該
児
童
を
含
む
。
第
七
条
の
二
第
一

　
　
　

項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
表
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
別
表
第
二
に

　
　
　

お
い
て
同
じ
。
）
、
中
学
校
に
就
学
し
て
い
る
子
（
特
別
支
援
学
級
に
在
籍
す
る
者
に
限
る
）
又
は

　
　
　

特
別
支
援
学
校
に
就
学
し
て
い
る
子
を
養
育
す
る
職
員

　
　

ロ　

要
介
護
者
（
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
い
う
。
）
を
介
護
す
る
職
員

　
　

ハ　

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
職
員
と
し
て



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

三

（
企
業
局
管
理
規
程
）

　
　
　

企
業
局
長
が
定
め
る
職
員

７　

企
業
局
長
は
、
育
児
介
護
等
職
員
と
し
て
申
告
を
し
た
職
員
に
つ
い
て
、
育
児
介
護
等
職
員
に
該
当
す

　

る
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
告
を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書
類
の

　

提
出
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

８　

育
児
介
護
等
職
員
と
し
て
申
告
を
し
て
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
わ
れ
た
職
員
は
、
育
児
介
護
等
職

　

員
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
企
業
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

　

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
に
係
る
単
位
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
、

　

引
き
続
き
、
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
直
前
の
当
該
単
位
期
間
に
係
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
に

　

よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
及
び
第
六
項
」
を
「
か
ら
第
八
項
、
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４　

前
項
の
規
定
は
、
職
員
に
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
と
さ
れ
た
日

　

に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

　

て
、
前
項
中
「
を
週
休
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
を
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の

　

と
す
る
。

　

第
六
条
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

所
属
長
は
、
週
休
日
の
振
替
等
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

を
行
う
場
合
に
は
、
週
休
日
の
振
替
等
を
行
つ
た
後
に
お
い
て
、
週
休
日
又
は
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

　

い
日
（
第
二
条
第
六
項
及
び
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を

　

割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
）
が
毎
四
週
間
に
つ
き
四
日
以
上
と
な
る
よ
う
に
し
、
か
つ
、
正
規
の
勤
務

　

時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
が
引
き
続
き
二
十
四
日
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

週
休
日
の
振
替
（
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振

　
　

ら
れ
た
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
い
う
。
）

　

二　

勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
振
替
（
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
項
の
規
定
に

　
　

基
づ
き
勤
務
日
を
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時

　
　

間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
い
う
。
）

　

三　

四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
（
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
四
時
間
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら

　
　

れ
て
い
る
日
以
外
の
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
四
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て

　
　

当
該
四
時
間
の
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
い

　
　

う
。
）

　

第
七
条
の
見
出
し
中
「
、
休
日
及
び
週
休
日
」
を
「
及
び
休
日
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
週
休
日
」

を
「
、
週
休
日
及
び
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
と
さ
れ
た
日
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
引
き
続
き
二
十
四
日
を
超
え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
じ
て
は
な
ら
な
い
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭

裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

で
あ
つ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第

二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職

員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
同
法
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
職
員
（
児
童
の

親
そ
の
他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
に

限
る
。
）
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
当
該
児
童
を
含
む
。
以
下

こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
別
表
第
二
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ

い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に

限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親

で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
同
法
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
職
員

（
児
童
の
親
そ
の
他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ

り
、
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
職
員
に
限
る
。
）
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
当
該
児
童
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
別
表
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員

（
職
員
の
配
偶
者
」
を
「
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
三
項
中
「
週
休
日
等
」
の
下
に
「
（
第
三
条
第
九
項
、
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に

規
定
す
る
週
休
日
及
び
第
二
条
第
六
項
及
び
第
六
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
休
日
等
（
休
日
及
び
代
休
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

同
条
第
六
項
中
「
週
休
日
」
を
「
週
休
日
等
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
中
「
休
日
及
び
代
休
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
休
日
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
週
休
日
」

を
「
週
休
日
等
及
び
休
日
等
」
に
、
「
、
週
休
日
」
を
「
、
週
休
日
等
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
の
二
十
一
の
項
の
原
因
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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ニ　

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
を
利
用
す
る
子
の
当
該
児
童
発

　
　

達
支
援
の
利
用
に
係
る
付
添
い
を
行
う
場
合

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

淳　
　
　

一

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
会
計
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
四
十
条
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５　

前
項
の
規
定
に
よ
る
小
切
手
の
振
出
し
は
、
資
金
決
済
書
の
発
行
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で

　

き
る
。

６　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
企
業
出
納
員
は
、
当
該
支
払
通
知
書
を
出
納
取
扱
店
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な

　

ら
な
い
。

　

第
四
十
一
条
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
小
切
手
の
振
出
し
は
、
資
金
決
済
書
の
発
行
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が

　

で
き
る
。

　

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
小
切
手
領
収
書
」
の
下
に
「
又
は
口
座
振
替
領
収
書
」
を
加
え
る
。

　

第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
電
気
、
ガ
ス
又
は
水
の
供
給
を
受
け
る
契
約
に
基
づ
き
」
及
び

「
以
下
同
じ
。
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
る
。

　

第
四
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
前

各
号
」
を
「
前
号
」
に
、
「
又
は
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
」
を
「
、
第
四
十
三
条
の
規

定
又
は
資
金
前
渡
の
方
法
に
よ
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
号
を
第
二
号
と
す
る
。

　

別
表
第
一
の
電
気
事
業
費
用
の
表
中

「

を

助
成

金

」

「

助
成

金

調
査

費

に
改
め
る
。

負
担

金

」

　

別
表
第
四
中

「

を

第
５

号
様

式
小

切
手

振
出

票

」

第
６

号
様

式
小

切
手

振
出

済
通

知
書

兼
送

金
、

口
座

振
替

依
頼

書

第
７

号
様

式
小

切
手

領
収

書

「

に
改
め
る
。

第
５

号
様

式
小

切
手

振
出

票

」

第
５

号
様

式
の

２
資

金
決

済
書

第
６

号
様

式
小

切
手

振
出

済
通

知
書

兼
送

金
、

口
座

振
替

依
頼

書

第
６

号
様

式
の

２
支

払
通

知
書

兼
送

金
・

口
座

振
替

依
頼

書

第
７

号
様

式
小

切
手

領
収

書

第
７

号
様

式
の

２
口

座
振

替
領

収
書

　

第
五
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

五

（
企
業
局
管
理
規
程
）

第
５
号
様
式
の
２

（
第

40条
、

第
41条

関
係

）

　

第
六
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

  
第

５
号
様

式
の

２
(
第

40
条
、
第

4
1
条
関

係
) 

  

資
金

決
済

書
 

第
 

 
 

 
 
号
 
 

作
成

日
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 
 

日
 
 

 
 

企
業

出
納

員
 

班
総

括
 

班
員
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
次

の
と

お
り
支
払

、
送

金
及

び
口
座

振
替

払
の

通
知

を
し

て
よ
い

か
伺

い
ま

す
。
 

 
 

支
払

日
 

 
 

 
 

 
 
年

 
 

月
 

 
日
 

会
計

名
 

支
払

方
法
 

金
額

(円
) 

備
考
 

 
事

業
会

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 

  



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

六

（
企
業
局
管
理
規
程
）

　

第
七
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
６
号
様
式
の
２

（
第

40条
、

第
41条

、
第

43条
関

係
）

第
６

号
様

式
の

２
（

第
4
0
条
、

第
4
1条

、
第

4
3条

関
係

) 

 

支
払

通
知

書
兼

送
金

・
口

座
振

替
依
頼

書
 

  
 

大
分

県
企

業
局

出
納

取
扱

金
融
機

関
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
 

 
 
 

 
号

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

殿
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月
 

 
日

 
 

  

大
分

県
企

業
局

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

企
業

出
納

員
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

次
の

と
お

り
支

払
い

を
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

送
金

及
び

口
座

振
替

支
払

分
に

つ
い

て
は

、
送

金
及

び

口
座

振
り

込
み

を
し

て
く

だ
さ

い
。
明

細
は

別
紙

の
と

お
り

で
す
。
 

会
計

名
 

支
払

方
法
 

金
額

(円
) 

備
考
 

 
事

業
会

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

七

（
企
業
局
管
理
規
程
）

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

淳　
　
　

一　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
」
を
「
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
近
距
離
の
転
居
に
係
る
転
居
費
等
の
制
限
）

第
三
条　

同
一
市
町
村
内
に
お
け
る
在
勤
公
署
の
変
更
に
伴
う
旅
行
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
企
業
局
公
舎
等

　

貸
付
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
公
舎
等

　

又
は
大
分
県
企
業
局
職
員
住
宅
管
理
規
程
（
平
成
二
十
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
二
条
に

　

規
定
す
る
職
員
住
宅
へ
の
入
居
又
は
退
去
（
入
居
者
が
そ
れ
ら
の
規
程
に
違
反
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る

　

も
の
を
除
く
。
）
を
命
ぜ
ら
れ
て
赴
任
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
条
例
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
転
居

　

費
、
条
例
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
着
後
滞
在
費
及
び
条
例
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
家
族
等
移
転
費
は

　

支
給
し
な
い
。

　

第
四
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
す
る
。

　

第
六
条
を
削
り
、
第
七
条
を
第
五
条
と
す
る
。

 
　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
企
業
局
電
子
署
名
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

淳　
　
　

一　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
電
子
署
名
規
程

第
７
号
様
式
の
２

（
第

43条
関

係
）

第
７
号
様

式
の
２

（
第
4
3
条
関

係
）

 

  
口
座
振
替

領
収
書

 
  
 
大
分

県
企
業

局
 
企

業
出

納
員
 
殿

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

第
 
 

 
 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

年
 
 

月
 
 
日

 
 

  
大
分
県
企

業
局
出

納
取
扱

金
融

機
関
 

 
 

 
    
口
座
振

替
の
資

金
と
し

て
次

の
資
金
を

領
収
し

ま
し
た

。
 

会
計

名
 

区
分

 
領
収
金
額

(円
) 

備
考

 

 
事
業
会

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

 
 

 

 



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

八

（
企
業
局
管
理
規
程
）

　

大
分
県
企
業
局
電
子
署
名
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
全
部
を
改
正
す

る
。

　

大
分
県
企
業
局
に
お
け
る
電
子
署
名
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
電
子
署
名
規
程
（
令
和
七
年
大
分
県

訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
程
の
規
定
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は

「
企
業
局
長
」
と
、
「
地
方
機
関
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
所
長
」
と
、
「
県
政
情
報
課
長
」
と
あ
る
の

は
「
総
務
課
長
」
と
、
「
各
地
方
機
関
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
セ
ン
タ
ー
長
」
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
企
業
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

淳　
　
　

一　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
七
十
条
の
三
」
を
「
第
七
十
条
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
六
号
中
「
大
分
県
企
業
局
電
子
署
名
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）

第
二
条
第
六
号
」
を
「
大
分
県
企
業
局
電
子
署
名
規
程
（
令
和
八
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号
）
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
大
分
県
電
子
署
名
規
程
（
令
和
八
年
大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）

第
二
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
六
条
の
見
出
し
中
「
校
合
」
の
下
に
「
並
び
に
審
査
」
を
加
え
、
同
条
中
「
第
五
十
七
条
」
の
下

に
「
及
び
第
五
十
八
条
」
を
、
「
校
合
」
の
下
に
「
並
び
に
審
査
」
を
加
え
る
。

　

第
六
十
七
条
本
文
中
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
」
の
下
に
「
電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
（
大
分
県
企
業
局

電
子
署
名
規
程
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
大
分
県
電
子
署
名
規
程
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す

る
電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）
、
」
を
加
え
、
「
第
七
十
条
の
二
に
規
定
す
る
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
県
の
機
関
に
係
る
申
請
、
届

出
そ
の
他
の
手
続
等
を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
い
う
」
に
、
「
第
七
十
条
の
三
」
を
「
第
七
十
条
」
に
、

「
電
子
掲
示
板
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
電
子
掲
示
板
を
い
う
」
に
改
め
、
同
条
た
だ

し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２　

施
行
す
る
電
子
文
書
に
は
、
大
分
県
企
業
局
電
子
署
名
規
程
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

　

大
分
県
電
子
署
名
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
署
名
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

　

許
可
、
認
可
等
の
処
分
に
関
す
る
文
書
そ
の
他
特
に
重
要
な
文
書
以
外
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
電
子
署
名

　

の
付
与
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
以
外
の
方
法
で
電
子
文
書
を
施
行
し
た
と
き
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
施
行
年

　

月
日
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
六
十
九
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
七
十
条
及
び
第
七
十
条
の
二
を
削
る
。

　

第
七
十
条
の
三
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
七
十
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

淳　
　
　

一　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
六
項
及
び
第
六
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に

改
め
る
。

　

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
百
分
の
百
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
六
・
二
五
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


